
申告書第二表の

㉖　から転記しま

す。 

申告書第二表の

㊲から転記しま

す。 

名古屋北
８

「添付書類」については、「令和７年分贈与税の申告のしかた」の27ページ及び28ページのⒶ－１と31ページ及
び32ページのⒷ－１を参照してください。

２ 19

２３００００００

   名古屋  一郎
　××××××××△△△△  

住宅取得等資金の非課税と住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例を適用する場合

　私（名古屋一郎）は、自分の住宅用の家屋（中古住宅）を取得するために、父（名古屋吾郎）から現金
2,800万円の贈与を受け、父の預金口座から私の預金口座に入金されました。家屋の種類は、省エネ等住宅
（「令和７年分贈与税の申告のしかた」の42ページ参照）以外の住宅であり、令和７年中に引渡しを受けて
居住を始めています。この贈与を受けた現金について住宅取得等資金の非課税（　注） を適用し、相続時精算課税
を選択します。父は60歳未満であるため、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例
の適用を受けます。
（注） 特例の概要については、「令和７年分贈与税の申告のしかた」の42ページ及び43ページを、「チェックシート」及び

７
×××　×××× ××× ××× ××××

名古屋市北区○○丁目×番×号 
ナコ゛ヤ　 イ チロウ

２３００００００
０

暦年課税に係る

贈与財産がない

場合には記入す

る必要はありま

せん。 

　４０　５　０　１　０　１ 　会社員



（注）「合計所得金額」とは、次の①と②の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。

※ 申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額（長（短）期譲渡所得については特別控除前の

金額）の合計額を加算した金額です。

① 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計

額（損益の通算後の金額）

② 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額（損益の通算後の金額）の２分の１の金額

ただし、繰越控除（純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲

渡損失の繰越控除など）を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。

名古屋　一郎

名古屋市北区○○丁目×番×号

名古屋市北区〇〇丁目×番

名古屋市北区〇〇丁目×番地（家屋番号□番□）

「住宅取得等資金

の非課税」の適用

を受ける場合には

□にレ印を記入し

ます。

記入漏れが多い箇

所ですので注意し

てください。

非課税限度額は

「令和７年分贈与

税の申告のしか

た」の42ページを

参照してください。

申告書第二表の財

産の価額に転記し

ます。

種別、所在及び地

番（家屋番号）又

は不動産番号を記

入することにより、

登記事項証明書の

添付を省略するこ

とができます（「令

和７年分贈与税の

申告のしかた」の

28ページの「添付

書類一覧Ⓐ－１」

の「No.7・8・9」

の①（注３）及び

32ページの「添付

書類一覧Ⓑー１」

の「No.5・6・7」

の①（注３）参照）。

０７   ０ ６   ０ ６ 

ナコ ヤ゙ コ゛ロウ

○○○○○××××☆☆☆ ☆

☆☆☆☆○○○○○××××

名古屋  吾郎 １

３４２０３０５

２８００００００

２８００００００

５００００００

２３００００００

□□銀行△△支店

５００００００

５００００００

５００００００５００００００５００００００

７



○ 新たに相続時精算課税の適用を受ける場合には、「相続時精算課税選択届出書」（次ページ参照）の提出が

必要となります。本事例では、申告書第一表、第一表の二及び第二表に添付して提出します。

○ 申告書第二表は、特定贈与者（₈令和７年分贈与税の申告のしかた₉の１ページ参照）ごとに作成します。

「住宅取得等資金

の贈与を受けた場

合の相続時精算課

税選択の特例」の適

用を受ける場合に

は、□にレ印を記入

します。 

記入漏れが多い

箇所ですので注

意してください。

申告書第一表の

二の㊻から転記し

ます。

申告書第一表の⑪ 

に転記します。

申告書第一表の⑫ 

に転記します。 

名古屋 一郎

名古屋  吾郎

現金、
預貯金等

現金、
預貯金等

申告書第一表の二のとおりナコ ヤ゙ コ ロ゙ウ

普通預金
（住宅取得等資金）

７

０　７　　０　６　　０　６

２３００００００

２１９０００００

０

２５００００００

２１９０００００

３１０００００

０

２３００００００

２３００００００

１１０００００



○ 新たに相続時精算課税の適用を受ける場合には、申告書第一表、第一表の二（「住宅取得等資金の非課

税」の適用を受ける人のみ）及び第二表に加えて、「相続時精算課税選択届出書」（ 73ページ参照）の提出

が必要となります。

○ 申告書第二表は、特定贈与者（６ページの３(注2）参照）ごとに作成します。

「住宅取得等資金

の贈与を受けた場

合の相続時精算課

税選択の特例」の適

用を受ける場合に

は、□にレ印を記入

します。

記入漏れが多い

箇所ですので注

意してください。

申告書第一表の⑫

（48ページ参照）

に転記します。

申告書第一表の⑪

（48ページ参照）

に転記します。

申告書第一表の

二の㊸（49ページ

参照）から転記し

ます。

名古屋 一郎

名古屋  吾郎

現金・
預貯金等

現金・
預貯金等

申告書第一表の二のとおり

3

ナコ゛ヤ コ゛ロウ

0 3

2 3 0 0 0 0 0 0

2 3 0 0 0 0 0 0

2 5 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

0

2 3 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 6 0 6普通預金
（住宅取得等資金）

長男

 ×××-××××  ×××  ×××　　×××× 

 名 古 屋  北

名古屋市北区○○丁目×番×号
ナゴヤ イチロウ

名古屋　  一   　  郎

令和７年中に特定

贈与者（「令和７年

分贈与税の申告の

しかた」の１ページ

参照）の孫が特定

贈与者の推定相続

人となった場合で、

推定相続人となっ

た時前の特定贈与

者からの贈与につ

いて相続時精算課

税の適用を受ける

ときには、記入は要

しません。
✓

８　２　 19

７

５　　１　　１

名古屋市北区○○丁目×番×号
ナゴヤ  ゴロウ 

名古屋　吾郎
42 ３　 ５


